
資料 4－3  

年金財政の基本構造と将来の給付水準について  

○ 年金財政は、おおむね100年間にわたり、給付と負担の均衡を図っている。   

（平成16年財政再計算では、2005年度から2100年度まで）  

＜平成16年財政再計算の前提＞  

① 負担については、  
・保険料は毎年段階的に引上げ、2017年度以降は水準を固定（18．3％）  

・国庫負担は、2009年度から基礎年金給付費の1／2  
② 給付については、  

・財源（保険料、国庫負担、積立金及びその運用収入）の範囲内で給付を行うとの  
考え方に立ち、「マクロ  スライド  の仕組みによって給付水準を調整  

○ 年金財政に影響を与える主な要素は、以下のとおり。  
① 出生率  

（診 寿命  

③（対賃金の）実質的な運用利回り  

④ 実質賃金上昇率  

⑤ 物価上昇率  

⑥ 厚生年金被保険者数、労働力率  
⑦積立金の水準  

人口に関連  

する要素  

将来の給付水準  

を設定  
双方を勘案  
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（参考）年金財政（所得代替率）に影響を与える主な要素  

① 出生率   

一出生率が低下すると、その世代が被保険者となる約20年後以降に被保険者が減少   

→ 将来の保険料収入減少 → 所得代替率は低下  

② 寿命  

・寿命が延びると、年金給付費が増大 → 所得代替率は低下  

③（対賃金の）実質的な運用利回り  

・実質的な運用利回りが上昇すると、運用収入が増加 → 所得代替率は上昇  

④ 実質賃金上昇率  

・実質賃金上昇率が上昇すると、保険料収入はその分上昇するが、年金給付費の伸びはそれ以下（注）   

→ 所得代替率は上昇  

（昏 物価上昇率  

（注）既に受給開始した年金は物価により改定されることによる  

t物価上昇率が低下すると、マクロ経済スライドの調整効果が減殺される（注）   

→ 所得代替率は低下  

⑥厚生年金被保険者数、労働力率  

（注）マクロ経済スライドの調整は年金の名目額が減少しない範囲で行うことによる   

ー被保険者数、労働力率が増加すると、保険料収入が増加 → 所得代替率は上昇  

⑦ 積立金の水準   

■積立金が増加すると、運用収入が増加 → 所得代替率は上昇  
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図1  

厚生年金の収入と支出のバランス（16年度価格表示）  
・厚生年金及び国民年金では、  100年間の財政均衡期間を通じて給付とその財源の均衡を図っている。  
・各年度において、収入が支出を上回った場合には、差額を積立金として積み立て、支出が収入を上回った場合には、差  
額を積立金から補足する。財政均衡期間の終了年度においては、積立金は支払準備金程度を保有するのみ。   

（兆円）  
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t…司 2  

マクロ経済スライドによる財政の均衡について  

t厚生年金及び国民年金では、100年間の財政均衡期間を通じて給付とその財源の均衡を図っている。  
・財源は予め決まっていることから、財政の均衡を保つことができないと見通される間はマクロ経済スライドを継続する  
ことにより財政の均衡を図る。財政の均衡を確保する見通しが立ったところでマクロ経済スライドを終了。  

（兆円）  
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図3  少子化の状況が変動した場合の所得代替率の見通し  

一平成16年財政再計算－  

合計特殊出生率  所得代替率  
（平成16年度）  

59．3％  
2005年  2050年   

少子化改善   1．33   1．52   

基準ケース   1．31   1．39   

実績   1．26  

少子化進行   1．22   1．10   

厚生年金の所得代替率  
（夫婦2人の基礎年金を含む）  

◇平成21（2009）年財政検証  

．≒三ま2620－ほ  財政検証  

（平成32（2020）年度以降51．7％） 少子化改善  
● 一  

（車成3岳（202 宣墓キニ支                基準ケース  

51．7％  
50．2％   

50％  
現在生まれた子が  

被保険者になるの  

は20年後であり、  
今後の少子化の  

影響が現れるのは  

2020年代以降  

50  

（平成36（2024）年度以降50％） 少子化進行  
平成29（2017）年度  

保険料率18．3％到達  
（46．4％）  

（平成43（2031）年度以降46二4％）少子化進行  

〔 

用 
〕  

〔 

イドの適用を続けて財政を均衡させる場合には、 

〕  

・改正法附則第2条の規定により、その次の財政検証までの間に50％を下回ることが見込まれる場合（2019  
年以降）には、50％の給付水準を将来にわたり確保するという趣旨にのっとり、マクロ経済スライドによる  
調整の終了その他の措置を講ずるものとされている。  

・この場合、給付及び負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるものとされている。  

・上記措置については、法律改正が必要。  

平成12年度   

（2000）  

（注）所得代替率は、新規裁定年金のものである。  

平成32年度  

（2020）  

平成52年度  

（2040）  

平成72年度  

（2060）   
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平成16年年金制度改正における給付と負担の見直し  

給付水準  

（厚生年金（夫婦の基礎年金を含む））  

保倹料負担  

（厚生年金・国民年金）  

現在 厚生年金：13，58％  

（本人6．79％）  

国民年金：13，300円  

今後の少子化の中でも、標準的な  
年金の給付水準は、年金を受給し  
始める時点（65歳）で現役サラリ  
ーマン世帯の平均的所得の50％を  

上回るものとする。  （厚生年金）  

平成16（2004）年10月から毎  
年0．354％（本人0．177％）の増  

※平均的勤労者（月収36．0万円、   

ボーナス3．6ケ月分）本人  

各月650円  

ボーナス1回1，150円（年2回）   

（国民年金）  

平成17（2005）年4月から  
毎年月額280円の増（平成16  
年度価格）  

平成35（2023）年度以降 50．2％  

在の59．3％から、現役世代の  

口減少とともに水準を調整。  

だし、もらっている年金額は  

げない。  

年金をもらい始めた年以降の年  

金額（名目額）は物価の上昇に  

応じて増加するが、通常は物価  
上昇率よりも賃金上昇率の方が  

大きいため、そのときどきの現  
役世代の所得に対する比率は下  
がっていくこととなる。  

平成29（2017）年度以降   

厚生年金：18．30％  

（事業主9．15％）   

国民年金：16，900円  

（平成16年度価格※）  

※「平成16年度価格」…16年度の賃金水準を基準とし   
て価格表示したもの。実際に賦課される保険料額は、  
16年度価格の額に、賦課される時点までの賃金上昇率   

を乗じて定められる。したがって、その額は今後の賃   
金の上昇の状況に応じて変化する。   



厚生年金及び国民年金の保険料（率）の引上げ  

【保険料（率）の引上げ幅】   

厚生年金：平成16年10月より毎年0．354％（本人0．177％、事業主0．177％）引上げ   

国民年金：平成17年4月より毎年280円（平成16年度価格）引上げ  

※ 厚生年金の保険料負担は、平均的な被用者（月収36．0万円（ボーナスは年2回合計で月収3．6ケ月分））の場合、毎年、   

保険料率の引上げにより、月650円程度（ボーナス1回につき1，150円程度）保険料負担（被保険者分）が増加する。  
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《マクロ経済スライドによる自動調整》  
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価スライドからも（B）  
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○今後労働力人口が減少していく中で、平均賃金が上昇し喜  
ても、それと同程度に年金制度を支える力（保険料賦課  
のベース）である社会全体の所得や賃金は増加しない。  
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労働力人口（人数）   
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妻0年金制度を支える力（保険料賦課のベース）は、社会妻   
全体の生産活動が生み出す所得や賃金  
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帽開削関係条文の規定内容  

≪習鋼線済スライドによる調整の期間》（国民年金法卸6条の2等）  

（耳）政府軋財政検証に当たり、年金事業の財政が、財政均衡期間終了  支
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 《鎗鮒漉準の下限》（改正法附則第2条）  

㊦）衛金給相場つ射ては、老齢基礎年金の額に2を乗じて得た額と平均的な男子の賃金   
蚤平均標準報酬額として計算した老齢厚生年金の額との合算額の男子被保険者の平   
均的な賃金に対する比率が遁0分の50を上回ることとなるような給付水準を将来旺舶  

するものとする。  

（参政府は、財政検証に当たって、次の財政検証までの間に瑚即擾  
茸阿ることが見込まれる場合には、  、給付額を調整する期間の終   にのっと  

ず臆∴兆ル芯検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終瑚亀   

の起す■る ．。  

恩）政府憾．、（卦の措置を講ずる場合には、給付及び負担の在り方輌  

るものとする。  
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平成16年財政再計算の諸前提  

1．将来推計人口（少子高齢化の状況）の前提  

・「日本の将来推計人口（平成14年1月推計）」の中位推計を基準ケースとした。  

・少子化改善ケースとして合計特殊出生率か1．5程度まで回復すると仮定した場合、少子化進行ケースとして   

合計特殊出生率が1．1まで低下する「日本の将来推計人口（平成14年1月推計）」の低位推計とした場合   

についても試算した。  

合計特殊出生率  平均寿命  

2000年（実績）一→ 2050年  2000年（実績）→ 2050年   

基準ケース  1・36 →1・39   男： 77．64年 → 80．95年   

（中位推計）  女：84．62年 → 89．22年   

少子化改善ケース  1．36一う1．52  

同上  
少子化進行ケース  

1．36一→1．10  
（低位推計）  

2．労働力率の前提  

・「労働力率の見通し」（平成14年7月職業安定局推計）を使用。推計期間は2025年までであるため、以降  

は2025年の数値で一定としている。  

2001年（実績）  2025年   

男性60～64歳   72．0％ → 85．0％   
女性30～34歳 58．8％ → 65．0％   
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3．経済前提  
（1）物価上昇率   

・2008年までは「改革と展望－2003年度改定」に準拠。   

・2009年以降は、消費者物価上昇率の過去20年（昭和58～平成14（1983～2002）年）平均が1．0％であるこ  

と及び「改革と展望－2003年度改定」において平成16～20（2004～2008）年度平均の消費者物価上昇率  

が1．0％であることから、1．0％と設定。  

（2）賃金上昇率、運用利回り   

・平成16（2004）～20（2008）年度は「改革と展望－2003年度改定」に準拠。   

・平成21（2009）年度以降は、社会保障審議会年金資金運用分科会報告をもとに設定。   

（構造改革の実行を前提とした日本経済の生産性上昇の見込み（年次経済財政報告（内閣府））に基づき、  

中長期的な実質賃金上昇率、実質運用利回りを推計。）  

平成15  平成16  平成17  平成18  平成19  平成20   平成21以降  

（2003）  （2004）  （2005）  （2006）  （2007）  （2008）   （2009）   

物価上昇率   －0．3   －0．2   0．5   1．2   1．5   1．9   1．0   

経済好転   2．5［1．5］  
0．0   0．6   1．3   2．0   2．3   

2．7  
賃金上昇率  

基準ケース  一．2．1［1．1，］ 
［実質］   ［0．3］   ［0．8］   ［0．8］ ［0．8］   ［0．8］   ［0．8］   

経済悪化   1．8［0．8］  

経済好転  3．3［0．8］  
運用利回り   0．8   0．9   1．6   2．3   2．6   

3，0  

基準ケース‾  3．2［1．1］   
［実質（対賃金上昇率）］  ［0．8］   ［0．3］   ［0．3］   ［0．3］   ［0．．3］   ［0．3］  
注：運用利回りは自主運用分の利回りの前提である0平成19年度までの運用利回りは、これに財投預託分の運用利回り（   

成14年度未の預託実績より算出）を勘案した数値となる。  
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厚生年金の財政見通し   
－平成16年財政再計算－  

国民年金の財政見通し   

一平成16年財政再計算－  

最終保険料率18．3％  最終保険料16，900円（平成16年度価格）  

国庫負担：平成21  （2009）年度2分の1完成  国庫負担：平成21（2009）年度2分の1完成  
平成17（2005ト20（2008）年度は3分の1に加え、1000分の11を国庫負担  

（平成柑（2004）年度は3分の1に加え、272億円を国庫負担）■  
平成17（2005）～20（2008）年度は3分の1に加え、1000分の11を国庫負担  

（平成用（2004）年度は3分の1に加え、272億円を国庫負担）  

調整期間（終7年度）   2023年度   

所得代替率（終了年度時点）   50，2％   

収支  
年度  保険料率  積立金  

（対鹿部酬）  保険料 収入  運用収入  差引残   
拠出金   

平成（西暦）  ％  兆円   

14．288   5．2   

18（2006）  14．642  29．8  21．6   3．5  32．9  11．3  －3，1  160．8  161．1  5．0   

19（2007）  14．996  31．2  22．6   4．0  33．8  11．5  －2．5  158．3  157．8  4．8   

20（2008）  15．350  33．0  23．5   4．7  34．9  12．0  －1．9  156．4  153．1  4．5   

21（2009）  15．704  ．36．1  24．5   4．9  36．5  12．6  －0．4  156．0  149．2  4．3   

22（2010）  16．058  37．6  25．5   4．9  37．5  13．0  0，0  156．0  145．3  4．2   

27（2015）  17．828  44，0  30．8   5．1  41．4  15．1  2．6  162．5  137．3  3．9   

32（2020）  18．30  49．2  34．8   5．8  43．3  16．5  5．9  186．3  141．8  4．2   

37（2025）  18．30  53．7  37．7   6．9  45．5  17．7  8．2  223．1  153．1  4．7   

42（2030）  18．30  58．2  40．0   8．3  49．5  19．4  8．7  266．6  164．9  5二2   

52（2040）  18．30  66．2  43．1  10．3  62．9  25．4  3．3  330．1  165．8  5．2   

62（2050）  18．30  73．5  47．2  10．6  74．8  31．4  －1．3  335．0  136．7  4，5   

72（2060）  18．30  80．6  52．8   9．9  82．9  35．5  －2．4  314．4  104．2  3．8   

82（2070）  18．30  87．0  58．4   9．0  90．8  39．3  －3．7  284．4  76．6  3．2   

92（2080）  18．30  94，2  65．0   7．6  99．6  43．4  －5．4  237．9  52．1  2．4   

102（如90）  18．30  103．6  73．9   5．7  1由．8  48．0  －6．2  178．4  31．7  1．7   

112（2100）  18．30  115．1  84．8   3．7  121．5  53．3  －6．4  115．1   16．6  1．0   

支出合計  収支  
年度  保険料月額  積立金  

（16年度価格）  保険料収入  運用収入   差引残   

平成（西暦）  円  兆円   

13，580   2．1  0．2   4．2  －0．2  10．8   2．6   

18（2006）  13，860  4．3   2．2  0．2   4．5  －0．2  10．6   10．6  2．4   

19（2007）  14，140  4．6   2．4  0．3   4．8  －0．2  10．4   10．3  2．2   

20（2008）  14，420  4．8   2．5  0．3   5．0  －0．2  10．1   9．9  2．1   

21（2009）  14，700  5．4   2．5  0．3   5．0  0．3  10．5   10．0  2．0   

22（2010）  14，980  5．6   2．6  0．3   5．1  0．5  11．0   10．2  2．1   

27（2015）  16，380  6．5   3．0  0．4   5．9  0．7  13．8   11．7  2．2   

32（2020）  16，900  7，3   3．4  0．6   6．4  0．9  17．9   13．6  2．6   

37（2025）  16，900  8．1   3．7  0．7   7．0  1．1  23．2   15．9  3．2   

42（2030）  16，900  9．2   4．0  0．9   8．0  1．2  29．2   18．1  3．5   

52（2040）  16，900  11．2   4．3  1．2  10．6  0．6  38．7   19，4  3．6   

62（205D）  16，900  13．1   4．7  1．3  13．0  0．1  42，0   17．2  3．2   

72（2060）  16，900  14．7   5．3  1，3  14．8  －0．1  41．9   13．9  2．8   

82（2070）  16，900  16．1   5．8  1．3  16．5  －0．3  39．7   10．7  2．4   

92（2080）  16，900  17．7   6．5  1．1  18．2  －0．5  35．2   7．7  2．0   

102（2090）  16，900  19．5   7．5  0．9  20．2  －0．7  29．0   5．2  1．5   

112（2100）  16，900  21．6   8．6  0．7  22．4  －0．8  21．6   3．1  1．0   

（注1）長期的な（平成21（2009）年度～）経済前提は次のとおり。  
賃金上昇率  2．1％  

物価上昇率  1，0％  

運用利回り  3．2％  

可処分所得上昇率  2．1％（ただし、平成29（2017）年度までは1・9％）  

（注2）「積立度合」とは、前年度末積立金の当年度の支出合計に対する倍率である。  

（注3）「16年度価格」とは、賃金上昇率により、平成16（2004）年度の価格に換算したものである。   

（注1）長期的な（平成21（20D9）年度～）経済前提は次のとおり。  
賃金上昇率  2．1％  

物価上昇率  1．0％  

運用利回り  3．2％  

可処分所得上昇率  2．1†＝ただし、平成29（2017）年度までは1．9％）  

（注2）「積立度合」とは、前年度末積立金の当年度の支出合計に対する倍率である。  

（注3）r16年度価格」とは、賃金上昇率により、平成16（2004）年度の価格に換算したものである。  

（注4）厚生年金基金の代行部分を含む、厚生年金全体の財政見通しである。  
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年金積立金（16年度価格）の将来見通し  
一平成16年財政再計算（最終保険料率18．3％）－  

○年金改正案では、今後、おおむね100年  ■■ ▼ ， ▼ ▼’■■■▼■▼  一l一－■ ′ Vヽ′▼ 、■■l■■■l■ ′■、T t．Lliココ亨りⅣl¶正 フ ▼Qハ■－ 」 L＿  
しており、おおむね100年後（2100年度）に、支払準備金程度の保有（給付費の1年分程度）となるように 虫皇－l－A．＿しふ血ヒノhlr・l．l．ヨ亡JL．一＝＝円＿■＿⊥＿■ ＿．．． ＿  
積立金水準の目標を設定することとなる。  
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公的年金被保険者数の将来見通し  

公的年金  第1号  被用者年金被保険者  
公的年金被保険  

年度  者数の減少率  

ヽ  百万人   百万人   百万人   百万人   百万人   百万人   百万人   百万人   ％   

17（2005）   70．0   21．9   37．0   32．3   4．7   11．2   9．7   1．5   －0．4   

18（2006）   69．9   21．8   37．0   32．2   4．7   11．1   9．7   1．5   －0．3   

19（2007）   69．4   21．5   36．8   32．2   4．7   11．0   9．6   1．5   －0．2   

20（2008）   68．7   21．1   36．7   32．0   4．7   10．9   9．5   1．4   －0．2   

21（2009）   68．0   20．6   36．5   31．9   4．7   10．8   9．4   1．4   －0．5   

22（2010）   67．3   20．2   36．3   31．7   4．6   10．7   9．3   1．4   －0．8   

27（2015）   64．9   19．0   35．4   30．9 4．5   10．5   9．2   1．3   －0．8   

32（2020）   63．3   18．6   34．6   30．2   4．4   10．2   8．9   1．3   －0．5   

37（2025）   61．8   18．2   33．9   29．6   4．3   9．7   8．5   1．2   －0．5   

42（2030）   59．3 17．6   32．6   28．4   4．2   9．1   7．9   1．2   －0月   

52（2040）   52．0   15．3   28．8   25．1   3．7   7．9   6．8   1．1   －1．3   

62（2050）   46．2   13．6   25．5   22．3   3．3   7．1   6．1   0．9   －1，1   

72（2060）   41．9   12．4   23．1   20．2   2．9   ′ 6．4   5．6   0．8   －1．0   

82（2070）   37．7   11．1   20．9   18．2   2．7   5．7   5．0   0．8   －1．1   

92（2080）   34．3   10．2   18．9   16．5   2．4   5．2   4．5   0．7   －0．9   

102（2090）   31．7   9．5   17．5   15．2   2．2   －4．8   4．2   0．6   －0．7   

112（2100）   29．7   8．9   16．3   14．2   2．1   4．5   3．9   0．6   －0．7   

（注1）被保険者数は年度間平均値である。  

（注2）公的年金被保険者数の減少率は4年度前から前々年度までの対前年度減少率の平均値である。   

※ マクロ経済スライドは、この公的年金披保険者数の減少率に寿命の伸び等を勘案して設定した一定率（0．3％）を加えたものを基礎とし、  

給付水準調整を行う。  
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